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戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と

　
　
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

問
題
の
所
在

安

富

邦

雄

　
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
重
化
学
工
業
構
成
へ
の
編
成
段
階
1
1
昭
和
三
十

年
代
の
高
度
蓄
積
過
程
は
、
労
働
問
題
の
諸
側
面
に
新
た
な
る
特
徴
を
現

出
せ
し
め
た
。
労
働
力
構
成
、
労
働
力
需
給
構
造
、
賃
金
動
向
そ
し
て
労

働
政
策
な
ど
に
現
わ
れ
た
そ
の
特
徴
は
、
そ
れ
以
前
と
は
相
を
異
に
し
た

重
化
学
工
業
構
成
段
階
に
特
有
な
も
の
と
し
て
総
括
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
一
九
六
六
年
に
制
定
、
施
行
さ
れ
た
「
雇
用
対
策
法
」

は
、
重
化
学
工
業
構
成
段
階
に
対
応
的
か
つ
適
応
的
な
労
働
力
政
策
と
し

て
、
戦
後
段
階
口
画
期
を
表
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
雇
用
対
策

法
」
は
、
そ
の
（
目
的
）
に
お
い
て
「
労
働
力
の
需
給
が
質
量
両
面
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

た
り
均
衡
す
る
こ
と
」
を
課
題
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
た
め
に
「
雇
用
に

関
し
、
そ
の
政
策
全
般
に
わ
た
り
、
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
講
ず
る
」

（
同
法
第
一
条
）
と
う
た
つ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
雇

用
対
策
法
」
は
、
労
働
力
需
給
調
整
政
策
の
「
基
本
法
」
的
位
置
を
占
め

る
も
の
で
あ
る
。
労
働
力
需
給
の
調
整
H
均
衡
が
こ
の
よ
う
に
法
的
表
現

形
態
を
と
る
に
至
る
に
は
、
段
階
特
有
の
労
働
力
需
給
構
造
の
現
出
が
基

礎
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昭
和
三
十
年
代
以
前
即
ち
い
ま
だ
重
化
学
工

業
構
成
が
編
成
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
て
は
、
労
働
力
需
給
の
問
題

は
基
本
的
に
は
過
剰
人
口
諸
形
態
の
存
在
を
基
盤
と
し
て
そ
の
解
決
形
態

を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
限
り
で
、
労
働
力
政
策
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

職
業
紹
介
機
構
、
失
業
保
険
、
失
対
事
業
な
ど
の
意
識
さ
れ
ざ
る
労
働
力

需
給
政
策
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
労
働
力
確
保
政
策
」

と
し
て
現
出
し
な
か
っ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
　
重
化
学
工
業
構
成
段
階

は
、
そ
の
段
階
に
適
応
的
な
労
働
力
構
成
を
編
成
し
、
か
つ
労
働
力
需
給

構
造
を
再
編
し
た
。
こ
の
再
編
を
基
礎
と
し
て
現
出
し
た
現
段
階
の
労
働

力
政
策
は
、
重
化
学
工
業
段
階
に
対
応
的
か
つ
適
応
的
な
労
働
力
需
給
調

整
政
策
従
っ
て
「
労
働
力
確
保
政
策
」
と
し
て
の
規
定
的
性
格
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
力
政
策
が
「
労
働
力
確
保
政
策
」
と
し
て
全
面
的
に



展
開
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
を
、
わ
れ
わ
れ
は
第
二
次
大
戦
期
の
「
労
力
配

置
政
策
」
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
こ
の
「
労
力
配
置
政
策
」
は
、
一
九
三

八
年
の
「
国
家
総
動
員
法
」
を
根
幹
と
し
、
そ
の
発
動
と
し
て
の
諸
「
勅

令
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
規
定
的
性
格
は
戦

時
け
総
動
員
体
制
に
規
定
さ
れ
た
「
労
働
力
確
保
の
戦
時
形
態
」
H
「
強

制
配
置
政
策
」
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
労

力
配
置
」
を
必
然
な
ら
し
め
た
基
礎
を
み
る
時
、
「
近
代
戦
」
遂
行
の
生
産

力
基
盤
h
重
化
学
工
業
構
成
編
成
に
規
定
さ
れ
た
労
働
力
需
給
構
造
の
再

編
を
み
い
だ
す
。
　
「
労
力
配
置
政
策
」
は
、
そ
の
基
礎
過
程
に
対
し
て
対

応
的
か
つ
適
応
的
な
労
働
力
編
成
を
強
権
的
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
み
る
時
、
戦
時
「
労
力
配
置
政
策
」
は
、
戦
時
的

特
殊
性
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
戦
時
な
る
が
ゆ
え

に
「
労
働
力
確
保
」
現
出
の
基
礎
と
「
確
保
政
策
」
編
成
の
意
義
を
、
そ

の
体
系
整
備
の
う
ち
に
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

よ
う
に
戦
時
「
労
力
配
置
政
策
」
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
　
「
戦
時
形
態
」

は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
段
階
の
「
労
働
力
確
保
政
策
」
に
対
し
て
ひ
と

つ
の
「
基
準
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
戦
時

「
労
力
配
置
政
策
」
の
編
制
1
1
姿
態
と
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
の
は
、
以

上
の
点
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
－
戦
時
「
労
働
力
確
保
」

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
戦
時
「
労
力
配
置
政
策
」
を
「
労
働
力
確
保
政

策
」
に
対
す
る
「
基
準
」
と
設
定
し
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ

を
も
っ
て
戦
後
段
階
の
政
策
体
系
に
直
結
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
戦
前
と

戦
後
に
あ
っ
て
は
、
　
「
労
働
力
確
保
政
策
」
を
現
出
せ
し
め
る
資
本
主
義

の
構
造
自
体
の
変
化
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
又
、
労
働
力
需
給
構
造
の
質
的
相
違
を
考
察
内
に
お
さ
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
前
、
戦
後
の
「
政
策
」
の
特
質
は
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
戦
時
形
態
は
、
戦
前
資

本
主
義
の
構
造
の
崩
壊
過
程
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
「
雇

用
対
策
法
」
に
示
さ
れ
る
現
段
階
の
体
系
は
、
戦
後
資
本
主
義
の
構
造
の

編
成
過
程
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
点
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
以

下
の
考
察
は
、
こ
れ
ら
重
要
な
点
を
］
応
捨
象
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て

「
労
力
配
置
政
策
」
の
編
制
U
姿
態
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
特
徴
を
把
握

す
る
作
業
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
一

戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
そ
の
特
徴

　
「
労
働
力
確
保
政
策
」
の
体
系
的
姿
態
は
、
そ
の
主
軸
に
「
労
働
力
確

保
」
機
構
を
持
ち
、
そ
の
「
確
保
」
機
構
成
立
の
前
提
・
補
完
機
構
を
整

備
し
て
編
制
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
構
成
H
特
質
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
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そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
労
働
力
需
給
構
造
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当

面
の
課
題
た
る
戦
時
「
労
力
配
置
政
策
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
戦
争

遂
行
の
生
産
力
基
盤
H
重
化
学
工
業
構
成
の
強
行
的
構
築
か
ら
惹
起
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

め
ら
れ
た
適
応
的
労
働
力
の
移
動
激
化
の
抑
止
機
構
の
整
備
と
し
て
現
出

　
（
1
〕

す
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
機
構
の
編
制
と
そ
の
展
開
過
程
に
お

け
る
特
徴
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
戦
時
「
労
働
力
確
保
政
策
」
の
「
根
幹
」
に
位
置
す
る
も
の
は
、
一
九

三
八
年
成
立
の
「
国
家
総
動
員
法
」
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
「
労
働
力

確
保
政
策
」
展
開
か
ら
み
る
と
、
「
軍
需
工
業
動
員
法
」
（
一
九
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
（
2
）

が
「
確
保
政
策
」
の
定
置
を
示
す
と
す
れ
ば
、
　
「
国
家
総
動
員
法
」
は
戦

時
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
諸
政
策
編

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

成
の
根
幹
の
完
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
労
働
力
確
保
政
策
」
は
、
こ

の
「
根
幹
」
の
発
動
h
諸
「
勅
令
」
に
よ
っ
て
そ
の
編
制
を
整
備
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
戦
時
「
労
働
力
確
保
政
策
」
体
系
を
次
の
四
つ
の
機
構
に

お
い
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
第
一
。
労
働
力
確
保
の
前
提
要
件
と
し
て
の
労
働
力
存
在
状
態
の

　
　
　
　
　
「
調
査
・
登
録
」
機
構

　
　
　
根
幹
”
「
国
家
総
動
員
法
」
第
二
十
一
条
「
職
業
能
力
に
関
す
る

一
七
二

　
　
　
　
条
項
」

　
勅
令
判
「
国
民
職
業
能
力
申
告
令
」
　
（
一
九
三
九
年
一
月
）

　
　
　
　
　
尚
、
　
「
青
年
登
録
制
」
　
「
青
壮
年
登
録
制
」
及
び
「
労

　
　
　
　
　
務
手
帖
法
」
が
、
こ
れ
を
補
完
す
る
。

第
二
。
　
「
国
家
総
動
員
」
業
務
に
労
働
力
を
集
中
さ
せ
る
た
め
の

　
　
　
「
確
保
」
機
構

　
根
幹
U
「
国
家
総
動
員
法
」
第
六
条
「
従
業
者
の
使
用
、
雇
入
、

　
　
　
　
　
解
雇
の
制
限
に
関
す
る
条
項
」
及
び
第
四
条
「
徴
用
条

　
　
　
　
　
．
項
」

　
勅
令
日
「
従
業
者
雇
入
制
限
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）

　
　
　
　
「
従
業
者
移
動
防
止
令
」
　
（
一
九
四
〇
年
十
一
月
）

　
　
　
　
「
労
務
調
整
令
」
　
（
一
九
四
一
年
十
二
月
）

　
　
　
　
「
国
民
徴
用
令
」
　
（
一
九
三
九
年
七
月
）

　
　
　
　
　
尚
、
　
「
学
校
卒
業
者
使
用
制
限
令
」
　
「
青
少
年
雇
入
制

　
　
　
　
　
限
令
」
が
、
こ
れ
を
補
完
す
る
。

第
三
。
「
労
働
力
確
保
」
機
構
を
補
完
す
る
「
賃
金
抑
止
」
機
構

　
根
幹
旺
「
国
家
総
動
員
法
」
第
六
条
「
賃
金
統
制
条
項
」

　
勅
令
u
「
賃
金
統
制
令
（
第
一
次
）
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）

　
　
　
　
「
賃
金
臨
時
措
置
令
」
　
（
一
九
三
九
年
十
月
）



　
　
　
　
「
賃
金
統
制
令
（
第
二
次
）
」
　
（
一
九
四
〇
年
十
月
）

第
四
。
「
労
働
力
確
保
」
機
構
を
補
完
す
る
「
労
働
力
養
成
」
機
構

　
根
幹
U
「
国
家
総
動
員
法
」
第
二
十
二
条
「
技
能
者
養
成
の
条

　
　
　
　
項
」

　
勅
令
“
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）

　
　
　
　
「
学
校
技
能
者
養
成
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）

　
「
労
働
力
確
保
政
策
」
体
系
は
、
以
上
の
四
機
構
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
は
、
戦
争
の
進
む
に
つ
れ
て
、
形
態
転
化
を
と
げ

て
い
き
、
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の

形
態
転
化
過
程
を
追
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
、
よ
っ
て
目
本
に
お
け
る
戦
時
「
労
働
力
確
保
政
策
」
の
特
質
を
把
握

す
る
こ
と
に
努
め
る
。

〔
註
〕

　
（
1
）
　
戦
後
段
階
H
「
雇
用
対
策
法
」
に
あ
っ
て
は
、
さ
し
あ
仁
っ

　
　
て
、
重
化
学
工
業
h
独
占
の
適
応
的
労
働
力
U
若
年
労
働
力
の
確
保

　
　
を
基
軸
に
し
て
、
　
「
労
働
力
流
動
化
」
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
あ
ら

　
　
わ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
「
国
家
総
動
員
法
」
提
案
理
由
に
お
い
て
近
衛
総
理
大
臣
は
次

1
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
1

の
ご
と
く
云
う
。
　
「
国
家
総
動
員
二
関
ス
ル
現
行
ノ
法
制
ト
致
シ
マ

シ
テ
ハ
、
大
正
七
年
二
制
定
セ
ラ
レ
マ
シ
タ
ル
軍
需
工
業
動
員
法
が

存
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
同
法
ハ
軍
需
充
足
ノ
為
二
国
内
工
業
力

ヲ
動
員
ス
ル
コ
ト
ヲ
主
眼
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
従
ッ
テ
其

ノ
法
律
運
用
ノ
目
的
二
於
キ
マ
シ
テ
、
将
又
規
定
事
項
ノ
範
囲
二
於

キ
マ
シ
テ
、
前
述
ノ
如
キ
国
家
総
動
員
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
ニ
ハ
固

ヨ
リ
不
充
分
ナ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
…
本
案
ノ
内
容
ハ
大
体
二
於
テ
、
軍

需
工
業
動
員
法
及
事
変
関
係
ノ
臨
時
諸
法
律
二
規
定
セ
ラ
レ
マ
シ
タ

ル
事
項
が
其
ノ
根
幹
ト
ナ
ッ
テ
居
り
マ
ス
ル
」
。
　
（
『
戦
時
経
済
法
令

集
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
十
三
年
刊
）

　
1
、
労
働
力
の
「
調
査
・
登
録
」
機
構

　
い
か
な
る
質
の
労
働
力
が
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
存
在
す
る
か
一
労
働
力
の

存
在
状
態
を
国
家
が
掌
握
す
る
こ
と
は
、
　
「
労
働
力
確
保
」
の
前
提
要
件

を
な
す
。
　
「
調
査
・
登
録
」
機
構
の
確
立
、
整
備
は
、
従
っ
て
、
　
「
労
働

力
確
保
政
策
」
展
開
の
基
礎
的
構
成
部
分
で
あ
る
。

　
労
働
力
の
調
査
・
登
録
は
、
根
幹
目
「
国
家
総
動
員
法
」
第
二
十
一
条

に
お
い
て
「
帝
国
臣
民
ノ
職
業
能
カ
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
申
告
セ
シ
メ
又
ハ

帝
国
臣
民
ノ
職
業
能
カ
ニ
関
シ
検
査
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
ゴ
」
一
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の
発
動
と
し
て
の
「
国
民
職
業
能
力
申
告
令
」
（
一
九
三
九
年
一
月
）
に
お

い
て
具
体
化
さ
れ
た
。
「
国
民
職
業
能
力
申
告
令
」
　
（
以
下
「
申
告
令
」

と
略
す
）
は
、
以
後
多
く
の
改
正
と
さ
ら
に
「
特
例
」
に
よ
る
補
完
に
よ

っ
て
、
調
査
・
登
録
機
構
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
過
程
を
跡
付
け
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
「
申
告
令
」
に
よ
っ
て
「
要
申
告
者
」
と
指
定
さ
れ
た
者
は
、
　
「
職
業

名
」
　
「
職
業
経
歴
及
技
能
程
度
」
さ
ら
に
は
「
賃
金
額
」
に
至
る
ま
で
の

事
項
に
つ
い
て
「
申
告
義
務
者
」
　
（
ロ
使
用
者
）
を
通
し
て
「
職
業
紹
介

所
長
」
に
報
告
・
登
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
申
告

令
」
の
基
本
的
部
分
を
な
す
も
の
は
、
　
「
要
申
告
者
」
の
範
囲
で
あ
る
。

こ
の
範
囲
は
、
　
「
申
告
令
」
の
い
く
つ
か
の
改
正
に
よ
っ
て
拡
延
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
を
み
て
み
よ
う
。

　
制
定
時
の
「
申
告
令
」
に
お
け
る
範
囲
は
、
ま
ず
限
定
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
年
令
十
六
才
以
上
五
十
才
未
満
の
男
子
で
、
厚
生
大
臣
の
指
定

す
る
二
二
四
種
の
職
業
に
従
事
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
「
職
業

指
定
」
を
み
る
と
、
鉱
山
、
冶
金
、
機
械
技
術
者
な
ど
「
技
術
者
」
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

種
（
「
技
術
者
」
規
定
は
「
・
－
…
（
冶
金
）
二
関
ス
ル
技
術
二
従
事
シ
又

ハ
其
指
導
監
督
二
従
事
ス
ル
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
」
）
と
採
鉱
夫
、
製
鉄
工
、

旋
盤
工
な
ど
「
職
工
」
一
二
一
種
（
こ
の
規
定
は
、
例
え
ば
「
…
…
旋
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

二
依
ル
金
属
加
工
作
業
二
従
事
ス
ル
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い

る
）
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
主
に
そ
れ
ら
は
、
重
化
学
工
業
お
よ
び
電

気
、
通
信
、
運
輸
部
門
で
の
「
技
術
者
」
　
「
職
工
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
要
申
告
者
」
の
範
囲
は
、
一
九
四
〇
年
十
月
の
厚
生
省
令
「
国

民
職
業
能
力
申
告
令
第
二
条
第
六
号
ノ
要
申
告
者
二
関
ス
ル
申
告
ノ
特
例

二
関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
補
完
・
拡
延
さ
れ
る
。
こ
の
「
特
例
」
（
「
青
年

国
民
登
録
制
」
）
は
、
従
事
す
る
職
業
の
如
何
を
問
わ
ず
、
十
六
才
以
上

二
十
才
未
満
の
男
子
す
べ
て
を
「
要
申
告
者
」
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

更
に
、
一
九
四
一
年
十
月
の
「
青
壮
年
国
民
登
録
制
」
に
お
い
て
女
子
に

ま
で
拡
延
さ
れ
、
十
六
才
以
上
四
十
才
未
満
の
男
子
、
十
六
才
以
上
二
十

五
才
未
満
の
未
婚
の
女
子
が
「
要
申
告
者
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
青
壮

年
国
民
登
録
制
」
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
　
「
申
告
令
」
そ
の
も
の
の
改
正

が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
改
正
は
制
定
時
「
申
告
令
」
で
は
「
帝

国
臣
民
タ
ル
男
子
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
「
帝
国
臣
民
」
と
し
、
従
っ

て
男
女
を
問
わ
ず
十
六
才
以
上
五
十
才
未
満
で
「
指
定
職
業
」
に
あ
る
者

は
、
す
べ
て
「
要
申
告
者
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
「
調
査
、
登
録
」
機
構
は
、
基
本
的
に
は
、
以
上
の
二
系
列
－
第
一
は

「
申
告
令
」
に
よ
る
「
指
定
職
業
」
の
「
有
技
能
」
労
働
力
と
第
二
は
「
特

令
」
に
よ
る
「
一
般
」
の
「
青
壮
年
」
労
働
カ
ー
に
よ
る
掌
握
で
、
相
補



完
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
時
経
済
崩
壊
前
夜
と
も
云
う
べ
き
一
九
四
四
年
二
月

「
申
告
令
一
の
根
本
的
改
正
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
二
系
列
に
よ
る
補
完
掌

握
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
　
「
指
定
職
業
」
条
項
は
消
滅

し
て
「
年
令
十
二
年
以
上
六
十
年
未
満
ノ
男
子
及
年
令
十
二
年
以
上
四
十

年
未
満
ノ
女
子
」
が
「
要
申
告
者
」
と
な
っ
た
。
一
九
三
九
年
「
申
告
令
」

U
一
定
「
年
令
層
一
の
「
男
子
」
㍉
指
定
職
業
」
を
初
発
形
態
と
し
た
労

働
力
存
在
状
態
の
「
調
査
・
登
録
」
は
、
　
こ
う
し
て
「
、
全
労
働
能
力
人

口
」
の
掌
握
へ
と
帰
結
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
「
登
録
」
機
構
の
展
開
h
掌
握
範
囲
拡
延
過
程
は
、
い
か

に
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『
戦
時
戦
後
の
日
本
経
済
』
の
著
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
）

は
、
こ
の
展
開
を
「
場
当
り
」
的
と
性
格
付
け
、
日
本
の
「
登
録
」
機
構

が
「
確
保
」
政
策
展
開
の
見
通
し
の
う
え
で
形
成
さ
れ
て
い
な
い
、
と
み

る
。
こ
の
評
価
は
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
労
働
力
確
保
政

策
」
展
開
の
う
え
で
基
礎
的
構
成
部
分
を
な
す
「
登
録
」
機
構
が
限
定
的

で
不
完
全
で
あ
れ
ば
、
　
「
確
保
」
政
策
H
「
－
労
力
配
置
」
の
「
見
取
図
」

H
「
動
員
計
画
」
は
実
効
性
あ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
え
な
い
。
こ
の

点
は
、
　
「
，
国
民
徴
用
令
」
が
「
申
告
令
」
と
の
関
連
で
つ
く
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
一
九
三
九
年
六
月
の
「
国
民
徴

i
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
－
一 用

令
」
に
お
け
る
「
被
徴
用
者
」
範
囲
は
、
基
本
的
に
は
「
申
告
令
」
の

「
要
申
告
者
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
徴
用
工
」
が
「
労
力

動
員
」
の
上
で
ど
れ
程
の
比
重
を
占
め
て
い
た
か
は
問
題
と
し
て
も
、
制

定
当
時
の
「
要
申
告
者
」
が
「
技
能
」
労
働
力
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
　
「
徴
用
令
」
発
動
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
戦
時
経
済
の

展
開
口
重
化
学
工
業
の
編
成
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
適
応
的
労
働
力
1
1
「
技

能
」
労
働
力
需
給
が
逼
迫
し
て
、
そ
の
競
争
的
確
保
が
激
化
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
あ
わ
せ
る
時
、
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
、
　
「
徴
用
令
」
の

発
動
を
行
な
う
こ
と
は
、
意
味
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
は
、
労
働
力

の
競
争
的
確
保
は
、
次
第
に
「
一
般
」
労
働
力
に
も
波
及
し
て
い
く
。
こ

う
し
て
「
徴
用
令
■
」
と
結
び
あ
わ
さ
れ
た
「
申
告
令
」
の
「
要
申
告
者
」

範
囲
拡
延
が
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
例
え
ば
、
　
「
一
般
」

青
壮
年
労
働
力
を
も
「
要
申
告
者
」
と
す
る
「
特
例
」
目
「
青
年
・
青
壮

年
登
録
制
」
が
、
　
「
申
告
令
」
を
補
完
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
申
告
令
」

改
正
に
み
ら
れ
る
「
登
録
」
機
構
の
展
開
は
、
こ
の
基
本
線
を
た
ど
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
で
「
場
当
り
」
的
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。

そ
の
第
一
は
、
初
発
の
「
申
告
令
」
の
中
に
「
確
保
」
政
策
の
基
本
的
契

機
が
存
在
し
な
い
か
。
第
二
は
、
　
「
場
当
り
」
的
な
展
開
の
基
礎
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
冗
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か
。
第
一
の
点
は
、
次
の
こ
と
を
想
定
す
る
。
即
ち
、
戦
時
経
済
の
編
成

は
、
今
ま
で
指
摘
し
た
ご
と
く
基
軸
的
に
は
重
化
学
工
業
構
成
に
よ
っ
て

果
た
さ
わ
、
そ
れ
は
必
然
的
に
そ
れ
に
適
応
的
な
労
働
力
”
「
，
技
能
」
労

働
力
確
保
を
集
中
的
に
要
請
す
る
。
従
っ
て
、
戦
時
「
労
働
力
確
保
」

は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
適
応
的
労
働
力
の
体
制
的
確
保
と
し
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
　
「
技
能
」
労
働
力
の
掌
握
、
こ
れ
は
「
労
働
力
確
保

政
策
」
を
成
立
さ
せ
る
基
本
的
契
機
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
　
「
調
査
」
機
構
は
、
こ
の
基
本
的
契
機
に
規
定
さ
れ
て
成
立
し
た

と
い
え
る
。
こ
の
点
で
、
初
発
に
お
け
る
「
技
能
」
労
働
力
「
調
査
・
登

録
」
は
、
政
策
成
立
の
規
定
因
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
基
本
的
契
機
に
お
い
て
成
立
し
た
「
申
告
令
」
が
、
展
開
過

程
に
お
い
て
「
拡
延
」
H
「
一
般
」
労
働
力
の
包
括
と
い
う
形
態
で
進
ん

だ
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
拡
延
」
過
程
な
る
も
の

は
、
こ
の
基
本
的
契
機
を
「
確
保
」
政
策
の
内
に
実
現
し
た
も
の
で
は
な

く
、
　
「
確
保
」
政
策
の
破
た
ん
を
補
完
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
考

え
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
契
機
を
内
実
化
し
え
な
か
っ
た
基
礎
1
こ
れ
は
、

究
極
的
に
は
、
戦
前
日
本
資
本
主
義
の
労
働
力
基
盤
の
問
題
と
結
び
つ
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
こ
こ
で
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
る
余
裕

が
な
い
の
で
、
た
だ
、
次
の
「
確
保
」
機
構
1
1
「
労
働
移
動
制
限
」
の
中

一
七
六

で
若
干
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
最
後
に
、
一
九
四
四
年
戦
時
経
済
崩
壊
前
夜
に
改
正
さ
れ
た
「
申
告
令
」

の
内
容
1
1
「
全
労
働
能
力
人
口
」
の
掌
握
を
「
登
録
」
機
構
の
形
態
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
ど
う
評
価
す
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
「
登
録
」
機
構
の
本
来
的

ヤ
　
　
　
ヤ

形
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
戦
時
「
労
働
力
確
保
政
策
」
は
、

さ
き
に
指
摘
し
た
基
本
的
契
機
U
戦
争
遂
行
の
生
産
力
基
盤
に
適
応
的
労

働
力
の
体
制
的
確
保
を
基
軸
に
お
い
て
内
包
し
つ
つ
、
「
総
動
員
体
制
」
口

全
労
働
力
人
口
の
掌
握
と
し
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
れ
を
「
登
録
」
機
構
の

側
面
か
ら
形
成
す
る
こ
と
が
、
本
来
的
形
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

に
お
け
る
「
全
労
働
力
人
口
」
の
掌
握
は
、
あ
た
か
も
「
本
来
的
形
態
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

の
形
成
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
内
実
を
欠
如
し
た
形
態

で
し
が
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
　
「
登
録
」
機
構
の
初
発
に
み
ら

れ
る
も
の
は
基
本
的
契
機
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
え
る
も
の
の
、
そ
れ

を
内
実
化
し
え
な
い
ま
ま
「
全
労
働
力
人
口
」
の
掌
握
と
い
う
形
式
的
な

完
成
形
態
が
形
成
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
　
「
確
保
」
政
策

　
ヤ
　
　
　
や

の
崩
壊
が
形
式
的
「
完
成
形
態
」
を
と
ら
し
め
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点

で
、
完
成
形
態
は
内
実
に
お
い
て
崩
壊
の
表
現
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
「
登
録
」
機
構
を
「
申
告
令
」
の
展
開
に
お
い
て

考
察
し
、
そ
こ
で
の
特
徴
を
二
、
三
あ
げ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
他
に



「
国
民
労
務
手
帖
制
度
」
が
こ
の
機
構
を
補
完
し
て
い
る
。
一
九
四
一
年
三

月
の
「
国
民
労
務
手
帖
制
度
」
は
、
　
「
申
告
令
」
と
同
じ
く
「
登
録
」
機

構
の
一
構
成
を
な
す
と
同
時
に
、
次
の
「
確
保
」
機
構
員
「
移
動
制
限
」

を
補
完
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
即
ち
、
一
定
の
技
術
者
、
労
務
者
（
二
一

〇
種
類
）
は
「
経
験
」
　
「
技
能
」
　
「
賃
金
」
を
記
載
し
た
「
手
帖
」
所
持

義
務
を
課
さ
れ
、
　
「
国
民
職
業
指
導
所
」
に
登
録
さ
れ
る
（
一
「
登
録
」

機
構
の
補
完
）
、
更
に
「
手
帖
」
提
示
者
の
み
が
採
用
可
能
で
あ
り
、
又

任
意
退
職
の
場
合
使
用
者
に
「
手
帖
留
置
権
」
が
与
え
ら
れ
る
（
一
「
移

動
防
止
」
機
構
の
補
完
）
。

〔
註
」

　
（
1
）
　
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
全
年
令
階
級
を
登
録
し
、
検
討
し
、
そ
の
後

　
　
に
お
い
て
軍
需
労
務
へ
の
割
当
或
い
は
免
除
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

　
　
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
て
日
本
で
は
徴
用
は
場
当
り
で
あ
る
。
」
（
コ
ー

　
　
ヘ
ン
『
戦
時
戦
後
の
日
本
経
済
』
大
内
訳
、
下
巻
七
一
頁
）

　
2
、
労
働
力
の
「
確
保
」
機
構
1
1
「
移
動
制
限
・
強
制
就
労
」

　
戦
時
経
済
は
、
そ
の
生
産
力
基
盤
と
し
て
重
化
学
工
業
構
成
の
編
成
を

要
件
と
す
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
　
九
三
五
～
三
七
年
頃
に
確

　
　
ヘ
ユ
ロ

立
し
た
。
こ
の
重
化
学
工
業
構
成
の
編
成
は
、
労
働
力
需
要
の
面
で
は
、

　
　
一
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
1

そ
れ
に
適
応
的
労
働
力
”
技
術
者
・
熟
練
工
へ
の
需
要
の
増
大
を
も
た
ら

す
。
　
こ
こ
に
、
　
労
働
力
の
競
争
的
確
保
し
た
が
っ
て
労
働
移
動
の
激
化

が
進
む
こ
と
と
な
る
。
労
働
移
動
の
激
化
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
内
包
す

る
。
即
ち
、
第
一
は
、
競
争
的
確
保
の
テ
コ
と
し
て
賃
金
騰
貴
、
第
二

は
、
競
争
的
確
保
に
よ
る
「
総
動
員
」
業
務
体
制
の
撹
乱
。
「
確
保
」
政

策
は
、
　
こ
の
二
側
面
へ
の
対
応
と
し
て
現
出
す
る
。
第
一
の
「
賃
金
抑

止
」
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
考
察
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
第
二
へ
の
対

応
で
あ
る
「
労
働
移
動
制
限
」
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
労
働
移
動
制
限
」
等
に
み
ら
れ
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
確
保
」

機
構
と
呼
ぶ
が
、
　
「
確
保
」
機
構
の
全
構
成
は
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
さ
き
に
述
べ
た
「
登
録
」
機
構
、
次
項
で
述
べ
る
「
賃
金

抑
止
」
機
構
も
そ
れ
ら
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
　
さ
し
あ
た
っ

て
、
直
接
的
に
「
確
保
」
政
策
の
中
軸
に
位
置
し
、
戦
時
段
階
の
規
定
的

性
格
を
表
現
す
る
「
労
働
移
動
制
限
」
　
「
強
制
就
労
」
を
「
確
保
」
機
構

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
　
「
労
働
移
動
制
限
」
の
展
開
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　
「
労
働
移
動
制
限
」
は
、
一
九
三
九
年
三
月
「
従
業
者
雇
入
制
限
令
」

を
も
っ
て
始
ま
る
（
以
下
こ
れ
を
「
制
限
令
」
と
略
す
）
。
こ
の
「
制
限

令
」
の
基
本
的
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
「
指
定
職
業
し
（
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
t

十
三
種
）
に
「
雇
用
継
続
期
間
」
三
カ
月
以
上
あ
る
「
十
六
才
以
上
五

十
才
未
満
」
の
「
男
子
」
を
雇
い
入
れ
る
に
は
、
　
．
職
業
紹
介
所
長
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

「
認
可
」
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
．
指
定
職
業
」

と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
さ
き
の
「
申
告
令
」
で
示
さ
れ
た
「
指
定
職
業
」

の
う
ち
に
ほ
と
ん
ど
カ
バ
ー
さ
れ
て
お
り
、
「
技
術
者
」
九
種
類
、
　
。
職

工
」
（
た
だ
し
、
熟
練
を
必
要
と
さ
れ
る
）
八
四
種
と
な
っ
て
い
る
（
．
申

告
令
」
と
対
比
す
る
と
「
技
術
者
」
で
は
「
窯
業
技
術
者
」
．
建
築
技
術

者
」
な
ど
が
・
「
撃
」
荏
．
火
薬
工
」
な
ど
を
除
く
化
学
関
係
、
．
運

転
手
」
な
ど
が
欠
落
し
て
い
る
）
．
こ
の
内
容
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
「
制
限
令
」
の
目
的
と
す
る
も
の
は
、
移
動
の
激
し
い
と
思
わ
れ
る
．
技

術
者
」
「
熟
練
工
」
の
「
足
留
か
」
に
あ
っ
た
。
．
制
限
令
」
段
階
の
．
技

術
者
」
問
題
の
一
端
を
う
か
が
う
と
、
例
え
ば
機
械
器
具
製
造
業
に
お
け

る
職
工
数
一
〇
〇
人
に
対
す
る
技
術
者
の
割
合
は
、
一
九
＝
二
年
七
．
六

人
で
あ
っ
た
の
が
一
九
三
八
年
玉
・
二
人
と
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
こ

の
技
術
者
の
比
重
の
低
下
は
重
化
学
工
業
部
門
に
お
い
て
全
般
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
竜
こ
こ
か
ら
．
技
術
者
」
の
競
争
的
確
保
が

激
化
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
「
制
限
令
」
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
制
定
か
ら
一
年
半
後
の
一
九
四
〇
年
十
一

月
に
新
た
に
「
従
業
者
移
動
防
止
令
」
　
（
「
防
止
令
」
と
略
す
）
が
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

さ
れ
て
「
制
限
令
」
に
と
っ
て
代
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
制
限
令
」
か
ら

「
防
止
令
」
へ
の
移
行
は
、
「
制
限
令
」
の
間
げ
き
を
ぬ
っ
て
依
然
と
し

て
労
働
移
動
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
例
え
ば
、
　
。
全
産
聯
」

は
、
一
九
三
九
年
十
一
月
に
す
で
に
次
の
意
見
書
を
出
し
て
「
制
限
令
」

の
強
化
・
拡
充
を
要
求
し
て
い
た
。

　
　
「
尚
本
令
（
「
制
限
令
」
）
は
引
続
き
三
月
以
上
雇
傭
せ
ら
る
者
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
み
適
用
せ
ら
る
る
を
以
て
∋
月
未
満
に
し
て
工
場
を
輾
転
移
動
し
殊
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
法
規
の
適
用
を
免
れ
む
と
す
る
労
務
者
砂
か
ら
ざ
る
現
状
な
り
」
。

　
　
（
「
労
力
不
足
対
策
」
に
関
す
る
全
産
聯
の
意
見
）

　
　
「
防
止
令
」
は
こ
の
「
意
見
」
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
よ
う
な
内
容
の

も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
ま
ず
適
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
．
指
定
労
務
者
」
と
．
指
定
技
術
者
」

と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
労
務
者
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

十
四
種
（
「
採
鉱
業
」
「
金
属
工
業
」
．
機
械
器
具
工
業
」
「
化
学
工
業
」
な

ど
）
の
「
魯
魚
事
業
」
に
お
け
る
八
種
（
「
職
工
」
．
鉱
夫
」
「
電
工
」
。
汽

罐
工
」
な
ど
）
の
「
魯
魚
労
務
者
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
「
技
術
者
」
に

　
つ
い
て
は
、
さ
き
の
．
制
限
令
」
と
同
じ
分
類
で
十
種
（
た
だ
し
「
窯
業

技
術
者
」
が
加
わ
る
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
適
用
労
働
者
が
．
指
定
労
務
者
」

　
「
指
定
技
術
者
」
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
「
制



限
令
」
で
の
九
十
三
種
の
「
指
定
職
業
」
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
「
制
限
令
」
で
は
具
体
的
に
「
職
業
」
が
指
示
さ
れ
て
い
た
の
が
、

「
防
止
令
」
で
は
「
事
業
」
指
定
の
う
え
で
た
だ
「
職
工
」
と
し
た
こ
と

は
、
よ
り
包
括
的
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
適
用
年
令
で
は
、
上

限
が
延
長
さ
れ
て
「
十
四
才
以
上
六
十
才
未
満
」
と
な
っ
た
。
更
に
、
さ

き
に
示
し
た
全
産
聯
「
意
見
書
」
を
直
接
反
映
し
た
か
の
ご
と
く
、
　
「
雇

用
継
続
期
間
」
は
短
縮
さ
れ
て
「
一
カ
月
以
上
」
と
な
っ
た
。
こ
の
「
雇

用
継
続
期
間
一
カ
月
以
上
」
と
い
う
事
項
は
、
就
業
労
働
者
に
対
す
る
完

全
な
る
「
足
留
め
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
防
止
令
」
の

「
労
務
移
動
制
限
」
政
策
と
し
て
の
規
定
的
内
容
が
示
さ
れ
る
。

　
「
制
限
令
」
か
ら
「
防
止
令
し
へ
の
転
化
は
、
法
令
内
容
の
強
化
か
ら

み
る
に
、
　
「
労
働
移
動
制
限
」
が
主
に
「
技
術
者
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た

も
の
が
更
に
「
労
務
者
」
を
も
含
め
て
重
化
学
工
業
適
用
労
働
力
全
体
に

進
ん
だ
こ
と
を
示
す
。
こ
の
背
後
に
、
技
術
者
を
中
心
と
し
た
「
労
働
移

動
」
が
、
次
第
に
技
術
者
不
充
足
に
規
定
さ
れ
て
「
一
般
労
働
力
」
の
競

争
的
確
保
へ
と
進
展
し
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
防
止
令
」
を
経
て
］
九
四
一
年
十
二
月
「
労
務
調
整
令
」
が
制
定
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
統
合
さ
れ
る
法
令
に
「
青
少
年
雇
入
制
限

令
」
　
（
一
九
四
〇
年
二
月
）
が
あ
る
。
こ
れ
を
若
干
み
て
み
よ
う
。
こ
の

一
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
！

「
制
限
令
」
の
適
用
年
令
は
、
男
子
十
二
才
以
上
三
十
才
未
満
、
女
子
十

二
才
以
上
二
十
才
未
満
で
あ
る
が
、
特
色
は
こ
の
「
適
用
年
令
」
層
の
雇

用
の
場
合
、
一
定
の
「
雇
用
比
率
」
の
設
定
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
点
で

あ
る
（
制
定
時
で
、
］
九
三
九
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
の
一
〇
〇
分
の

七
〇
）
。
従
っ
て
、
各
工
場
・
事
業
場
は
、
こ
の
「
雇
用
比
率
」
以
上
雇

用
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
た
だ
し
、
　
女
子
に
あ
っ

て
は
「
料
理
店
業
」
「
貸
席
業
」
な
ど
の
特
殊
な
「
指
定
業
務
」
に
だ
け

「
雇
用
比
率
」
が
課
せ
ら
れ
た
）
。
「
青
少
年
雇
入
制
限
令
」
は
、
　
「
一
般

青
壮
年
」
労
働
力
に
対
し
て
雇
用
制
約
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
一
九
四
一
年
制
定
の
「
労
務
調
整
令
」
は
、
さ
き
の
「
従
業
者

移
動
防
止
令
」
と
「
青
少
年
雇
入
制
限
令
」
の
廃
止
・
統
合
の
う
え
に
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
調
整
令
」
は
、
こ
の
二
法
令
の
基
本
的
内
容
を

引
き
継
ぎ
つ
つ
、
よ
り
整
備
さ
れ
た
体
系
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
従

業
者
ノ
解
雇
及
退
職
ノ
制
限
」
「
従
業
者
ノ
雇
入
、
就
職
及
使
用
ノ
制

限
」
が
基
本
条
項
と
し
て
立
て
ら
れ
た
。
更
に
、
一
九
四
三
年
六
月
の
改

正
に
よ
っ
て
「
雇
入
及
就
職
ノ
命
令
」
1
1
「
就
労
命
令
」
条
項
が
新
た
に

加
わ
り
、
　
「
労
働
移
動
制
限
」
が
強
化
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
「
労
務
調

整
令
」
の
内
容
と
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
解
雇
及
退
職
ノ
制
限
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
防
止
令
」
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
条
項
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
1

あ
る
。
「
防
止
令
」
で
の
基
本
は
、
雇
傭
主
が
「
防
止
令
」
適
用
労
働
者

の
「
雇
入
」
の
際
に
一
定
の
制
約
を
加
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
　
こ
こ
で
は
、
雇
傭
主
に
よ
る
「
解
雇
」
更
に
は
労
働
者

の
意
志
に
よ
る
「
退
職
」
に
制
約
が
加
わ
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、

　
「
従
業
者
ノ
解
雇
及
退
職
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
国
民
職
業
指
導
所

．
長
ノ
諦
耶
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
。
「
退
職
」

も
「
認
可
」
制
へ
一
こ
こ
に
「
調
整
令
」
に
よ
る
「
労
働
移
動
制
限
」
の

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

強
化
従
っ
て
「
全
般
的
強
制
配
置
」
へ
の
転
化
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
全
般
」
性
は
更
に
次
の
点
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
従
業
者
の
適
用
範

囲
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
年
令
」
制
限
が
な
く
、
更
に
「
指
定
工
場
」
と

法
令
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
の
「
防
止
令
」
の
よ
う
に
省
令

に
よ
る
「
指
定
事
業
」
の
明
示
は
な
く
、
厚
生
大
臣
「
通
知
」
で
果
た
さ

　
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
適
用
範
囲
」
は
、
全
工
場
．
全
労
働

者
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
次
の
「
雇
入
・
就
職
及
使
用
ノ
制
限
」
に
関
し
て
は
、
　
「
防
止
令
」
及

　
び
「
青
少
年
雇
入
制
限
令
」
の
基
本
を
引
き
継
ぎ
、
　
「
技
能
者
」
と
「
一

　
般
青
壮
年
」
と
に
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
技
能
者
」
範
囲
は
、
一

　
三
四
種
で
制
定
時
の
．
申
告
令
」
で
の
「
職
業
指
定
」
と
同
一
で
あ
り
、

　
「
制
限
令
」
と
同
じ
分
類
の
仕
方
で
あ
る
（
即
ち
、
　
「
技
術
二
従
事
」
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
0

「
指
導
監
督
二
従
事
ス
ル
」
技
術
者
と
「
作
業
二
従
事
ス
ル
」
職
工
”
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
う
　
ヤ
　
ヤ

務
者
）
。
「
防
止
令
」
で
「
技
術
者
」
「
労
務
者
」
と
分
か
れ
て
い
た
の

を
「
掛
静
春
」
と
包
括
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
次
に
。
一
般
青
壮
年
」
に

関
し
て
は
、
男
子
十
四
才
以
上
四
十
才
未
満
、
女
子
十
四
才
以
上
二
十
五

才
未
満
の
者
は
、
国
民
職
業
指
導
所
の
「
紹
介
」
を
介
し
て
雇
入
．
就
職

す
る
こ
と
、
及
び
「
紹
介
」
を
必
要
と
し
な
い
．
指
定
工
場
」
の
場
合

「
雇
入
員
数
」
の
認
可
を
う
け
る
こ
と
、
と
な
っ
て
い
る
。
「
一
般
青
壮

年
」
U
基
幹
的
年
令
層
労
働
力
は
、
以
上
の
機
構
を
通
じ
て
「
確
保
」
U

「
配
置
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
労
務
調
整
令
」
は
．
従
業
者
移
動
防
止
令
」
と
「
青

少
年
雇
入
制
限
令
」
の
基
本
的
内
容
を
引
き
継
ぎ
、
統
合
し
つ
つ
、
よ
り

高
次
の
「
労
働
移
動
制
限
」
を
課
題
と
し
て
現
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
一

九
四
三
年
六
月
の
改
正
で
は
、
そ
の
「
制
限
」
は
更
に
強
化
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
即
ち
、
「
雇
入
・
就
職
ノ
命
令
」
条
項
が
付
加
さ
れ
た
。
こ

れ
は
次
の
．
こ
と
く
云
う
。
．
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
時
局
ノ
要
請
二
依

ル
企
業
整
備
ノ
為
…
…
事
業
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
廃
止
又
ハ
休
止
ス
ル
工

場
、
事
業
場
」
の
従
業
者
に
対
し
て
「
厚
生
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
工
場
、
事

業
場
」
に
「
就
職
ス
ル
コ
ト
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
。
．
不
急
産
業
」

の
整
備
“
そ
こ
か
ら
排
出
さ
れ
る
労
働
力
の
「
重
要
産
業
」
へ
の
「
就
労



命
令
」
、
こ
の
条
項
の
出
現
は
、
戦
時
経
済
の
崩
壊
と
兵
力
動
員
に
よ
る

労
働
力
動
員
へ
の
制
約
と
を
背
景
に
も
つ
。
こ
の
段
階
で
、
「
技
能
労
働

力
」
の
競
争
的
確
保
“
「
労
働
移
動
」
が
ど
の
よ
う
な
態
様
で
展
開
さ
れ

る
か
、
こ
の
点
は
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
問
題

と
し
て
残
す
。
当
面
の
課
題
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
強
制
就
労
」
条
項
の

現
出
に
注
意
を
払
お
う
。
「
強
制
就
労
」
の
基
本
的
機
構
は
後
に
み
る

「
国
民
徴
用
令
」
の
展
開
の
な
か
で
整
備
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
初

発
に
お
い
て
「
技
能
労
働
力
」
確
保
を
主
課
題
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
移

動
制
限
」
機
構
が
、
最
終
的
に
は
「
強
制
就
労
」
を
も
内
包
す
る
に
至
っ

た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
「
技
能
労
働
力
確
保
」
過
程
の
崩
壊
を
示
す
。

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
「
確
保
」
機
構
の
一
構
成
部
分
た
る
「
労
働
移
動

制
限
」
の
展
開
を
「
制
限
令
」
i
「
防
止
令
」
1
「
調
整
令
」
に
お
い
て

み
て
き
た
。
「
移
動
制
限
」
の
対
象
は
、
当
初
に
お
い
て
は
ま
ず
「
技
能

労
働
力
」
で
あ
り
、
こ
の
「
確
保
」
の
た
め
に
「
制
限
令
」
が
成
立
し
た

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
確
保
」
策
は
、
競
争
的
確
保
の
展
開
の

中
で
崩
れ
、
よ
り
強
化
さ
れ
た
「
制
限
」
策
”
「
防
止
令
」
へ
と
転
回
す

る
。
そ
の
「
転
回
」
を
示
す
も
の
は
、
「
雇
用
継
続
期
間
」
の
短
縮
（
1
1

三
カ
月
か
ら
一
カ
月
へ
）
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て
「
競
争
的
確
保
」

は
、
強
い
制
約
が
与
え
ら
れ
、
法
的
に
は
「
就
労
者
」
の
全
面
的
足
留
め

1
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
一

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
更
に
「
労
務
者
」
1
1
重
化
学
工
業
部
門
の
「
職
工
」

な
ど
が
、
　
「
移
動
制
約
」
の
対
象
と
な
っ
た
点
も
、
　
「
転
回
」
を
示
す
。

「
調
整
令
」
の
基
本
は
、
　
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
の
現
出
で
あ
る
。

「
解
雇
、
退
職
」
の
禁
止
、
　
「
就
職
」
の
命
令
が
、
そ
れ
を
示
す
。
そ
の

対
象
は
、
明
文
化
さ
れ
な
い
「
指
定
事
業
」
の
労
働
者
し
た
が
っ
て
全
労

働
者
適
用
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
は
最
早
「
技
術
者
」
確
保
が
中
心
で
は

な
く
、
崩
れ
行
く
「
労
務
動
員
」
の
全
般
的
補
強
が
課
題
と
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
技
術
者
」
確
保
策
の
崩
壊
、
そ
の
補
強
と
し
て

「
労
務
者
」
確
保
、
さ
ら
に
は
全
労
働
者
の
強
制
配
置
へ
と
進
ん
だ
の
で

あ
る
。
こ
の
転
回
を
規
定
し
た
要
因
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ

は
、
さ
し
あ
た
っ
て
戦
前
日
本
資
本
主
義
の
「
労
働
力
基
盤
」
の
特
質
を

問
題
と
し
た
い
。
即
ち
、
戦
前
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
技
術
的
基
盤
の

「
顛
倒
性
」
1
1
「
軍
事
工
業
に
お
け
る
生
産
装
置
の
優
位
と
一
般
的
な
生

　
　
　
（
5
）

産
低
位
」
は
、
必
然
的
に
、
労
働
力
の
質
的
基
盤
を
規
定
し
、
そ
れ
を
狭

隘
な
も
の
と
す
る
。
軍
事
工
廠
内
に
「
埋
没
せ
ら
れ
て
い
る
労
働
手
段
生

産
」
、
そ
れ
を
通
じ
て
陶
冶
さ
れ
る
「
労
働
力
」
、
然
る
に
そ
れ
と
は
隔
絶

さ
れ
た
一
般
的
な
生
産
装
置
の
劣
位
性
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
劣
位
な

「
労
働
力
」
、
1
こ
の
狭
隘
な
労
働
力
基
盤
は
、
戦
時
経
済
一
重
化
学
工
業

構
成
編
成
に
適
応
的
な
労
働
力
編
成
に
制
約
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
技
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
八
一



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
1

・
技
術
労
働
力
の
「
競
争
的
確
保
」
は
、
　
「
顛
倒
的
矛
盾
」
の
発
現
で
あ

る
。
「
労
働
移
動
制
限
」
政
策
は
、
こ
の
矛
盾
顕
在
化
へ
の
対
応
形
態
で

あ
っ
た
。
然
る
に
、
労
働
力
基
盤
の
脆
弱
性
は
貫
徹
し
、
「
競
争
的
確
保
」

の
激
化
と
「
労
働
移
動
制
限
」
政
策
の
強
化
が
進
む
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

で
、
「
競
争
的
確
保
」
は
、
労
働
力
基
盤
の
脆
弱
性
に
規
定
さ
れ
て
、
「
技

能
労
働
力
」
か
ら
「
一
般
労
働
力
」
へ
と
進
む
。
　
。
労
働
移
動
制
限
」
政

策
は
、
　
「
強
制
配
置
」
U
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
へ
と
転
回
す
る
に
至

る
。
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
体
系
的
整
備
は
、
内
実
に
お
い
て
崩

壊
過
程
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
の
「
登
録
」
機
構
に
お
い
て
そ
れ

を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
そ
れ
が
示
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
、
直
接
的
な
「
強
制
就
労
」
機
構
た
る
「
国
民
徴
用
令
」
の
展
開

を
み
て
み
よ
う
。

　
「
国
民
徴
用
令
」
は
、
「
国
家
総
動
員
法
」
第
四
条
の
規
定
1
「
政
府

ハ
戦
時
二
際
シ
国
家
総
動
員
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依

リ
帝
国
臣
民
ヲ
徴
用
シ
テ
総
動
員
業
務
二
従
事
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
に

基
づ
い
て
、
一
九
三
九
年
七
月
発
動
さ
れ
た
。
　
「
徴
用
令
」
は
、
そ
の
後

幾
多
の
改
正
を
経
て
、
次
第
に
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
の
全
容
を
整
え

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
基
本
的
内
容
に
か
か
わ
る
改
正
時
点
を
示
せ
ば
、

　
一
九
四
〇
年
十
月
、
一
九
四
一
年
十
二
月
、
一
九
四
三
年
七
月
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二

こ
の
「
徴
用
令
」
の
基
本
的
内
容
を
構
成
す
る
も
の
は
、
「
徴
用
」
発
動
の

「
条
件
」
規
定
（
第
二
条
）
、
．
徴
用
」
対
象
者
の
「
範
囲
」
規
定
（
第
三

条
）
、
「
徴
用
」
の
「
業
務
」
規
定
（
第
四
条
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

三
つ
の
規
定
の
展
開
を
跡
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
の
「
徴
用
」
発
動
の
「
条
件
」
規
定
制
定
時
に
お
け
る
．
徴
用
」

は
、
正
規
の
「
募
集
方
法
」
に
依
っ
て
「
所
要
ノ
人
員
」
が
得
ら
れ
な
い

場
合
に
な
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
限
り
で
．
徴
用
し
と
い

う
の
は
未
だ
瀞
極
静
加
「
労
務
動
員
」
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
「
総
動
員
業
務
」
へ
の
「
労
務
動
員
」
“
「
確
保
」
の
主
要
経
路

は
、
さ
き
に
示
し
た
「
制
限
令
」
な
ど
に
よ
る
「
労
働
移
動
制
限
」
策
を

テ
コ
と
し
つ
つ
、
募
集
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
又
、
　
「
労
務
動

員
」
の
う
ち
に
占
め
る
「
徴
用
工
」
の
比
重
も
、
こ
の
段
階
で
は
極
め
て

低
帰
一
こ
の
「
徴
用
」
発
動
の
「
条
件
」
規
定
は
、
一
九
四
三
年
七
月
改

正
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
変
化
し
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
戦
時
経
済
の
崩
壊

が
顕
わ
に
な
っ
た
段
階
で
、
「
条
件
」
は
無
限
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
徴
用
令
」
第
二
条
は
、
「
総
動
員
法
」
第
四
条
の
内
容
と
ほ
と
ん
ど
同

一
に
な
る
。
即
ち
、
　
「
国
家
ノ
要
請
二
基
キ
帝
国
臣
民
ヲ
シ
テ
緊
急
ナ
ル

総
動
員
業
務
二
従
事
セ
シ
ム
ル
必
要
ア
ル
場
合
二
之
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
」

と
。
こ
こ
で
は
「
募
集
ノ
方
法
二
依
リ
人
員
ヲ
得
ラ
レ
ザ
ル
場
合
」
と
い



う
制
定
時
の
限
定
は
消
え
る
。
「
徴
用
」
発
動
は
、
一
般
的
規
定
を
得
る

に
至
っ
た
。

　
こ
の
法
的
表
現
に
お
け
る
一
般
的
規
定
が
現
実
に
お
い
て
そ
の
内
実
を

得
た
か
ど
う
か
は
、
検
討
を
必
要
と
す
る
。
「
徴
用
工
」
が
最
も
多
い
時

で
一
九
四
三
年
の
約
六
十
万
人
、
累
計
で
約
一
六
〇
万
人
と
い
う
実
体

は
、
　
「
徴
用
工
」
の
「
労
務
動
員
」
上
で
の
位
置
の
低
さ
を
示
す
。
従
っ

て
、
　
「
徴
用
」
の
持
つ
意
味
は
、
戦
時
経
済
の
労
働
力
基
盤
で
あ
る
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
ロ

も
「
軍
需
産
業
の
中
に
労
働
者
を
押
込
め
る
棍
棒
ま
た
は
威
嚇
」
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
要
す
る
と
考

え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
崩
壊
が
顕
わ
に
な
っ
た
段
階
に
お
い

て
、
　
「
徴
用
」
発
動
の
無
限
定
性
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

に
お
け
る
戦
時
「
労
働
力
確
保
政
策
」
の
特
質
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　
第
二
の
「
徴
用
」
対
象
者
の
「
範
囲
」
規
定
。
範
囲
の
基
本
的
規
定

は
、
「
職
業
能
力
申
告
令
」
に
お
け
る
「
要
申
告
者
」
範
囲
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
。
制
定
時
に
お
い
て
は
、
た
だ
「
徴
用
ハ
国
民
職
業
能
力
申
告

令
二
依
ル
要
申
告
者
二
限
リ
之
ヲ
行
フ
」
と
い
う
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
た
。
　
「
申
告
令
」
は
、
　
「
，
徴
用
令
」
よ
り
六
ヵ
月
前
に
制
定

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
要
申
告
者
」
は
一
三
四
種
の
職
業
に
限
定

一
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
t 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

さ
れ
て
い
た
。
制
定
時
の
発
動
「
条
件
」
規
定
一
「
募
集
」
に
よ
っ
て
人

員
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
行
な
う
一
と
こ
の
限
定
さ
れ
た
「
範
囲
」
規
定

と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
制
定
時
の
「
徴
用
令
」
は
、
　
「
強
制
配
置
」
U

「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
労
務
動

員
」
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
範

囲
」
規
定
は
、
　
「
要
申
告
者
」
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
次
第
に
「
例
外
条

項
」
の
適
用
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
一
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

○
年
十
月
の
改
正
で
は
「
軍
事
上
特
二
必
要
ア
ル
場
合
」
要
申
告
者
以
外

の
者
を
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
徴
用
」

拡
大
は
「
軍
事
上
」
と
い
う
具
体
的
規
定
で
限
定
さ
れ
た
。
更
に
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

四
一
年
十
二
月
の
改
正
で
は
、
「
特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
」
へ
と
転
回
す

る
。
「
徴
用
」
対
象
者
の
「
範
囲
」
は
、
こ
の
「
特
別
」
と
い
う
限
定
性
を

持
た
な
い
規
定
に
よ
っ
て
、
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
初
発
に
お
け
る
「
徴
用
令
」
は
限
定
的
発
動
力
し
か
持
た
ず
、

た
だ
「
労
務
動
員
」
の
補
完
的
作
用
を
果
た
す
法
令
の
位
置
を
占
め
て
い

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
限
定
性
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、

「
労
務
動
員
」
へ
の
積
極
的
法
令
と
し
て
作
用
す
る
位
置
へ
進
ん
で
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
位
置
へ
進
ん
だ
「
徴
用
令
」
は
、
法

的
整
備
形
態
と
し
て
は
、
　
「
強
制
配
置
」
口
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
八
三



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
－

表
現
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
よ
う
。

　
第
三
の
「
徴
用
業
務
」
規
定
。
制
定
時
に
お
け
る
業
務
規
定
は
、
「
国

ノ
行
フ
総
動
員
業
務
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
九
四
〇
年
十

月
の
改
正
で
、
「
政
府
ノ
管
理
ス
ル
工
場
事
業
場
」
ロ
「
管
理
工
場
」
（
一

九
三
八
年
五
月
「
工
場
事
業
場
管
理
令
」
に
も
と
づ
く
も
の
）
に
ま
で
及

ぶ
こ
ど
と
な
る
。
こ
の
時
点
か
ら
、
民
間
工
場
に
お
け
る
「
徴
用
工
」
使

用
が
始
ま
る
。
更
に
、
一
九
四
一
年
十
二
月
の
改
正
に
お
い
て
、
「
国
」

「
管
理
工
場
」
の
他
に
、
「
特
別
ノ
必
要
ア
ル
場
合
」
厚
生
大
臣
の
指
定

す
る
工
場
（
「
指
定
工
場
」
）
に
お
い
て
も
、
　
「
徴
用
工
」
を
従
事
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
国
民
徴
用
令
」
の
基
本
条
項
は
、
改
正
と
共
に
展
開

し
た
。
こ
こ
か
ら
考
察
さ
れ
る
特
徴
を
若
干
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
。
ま
ず
、
当
初
制
定
時
の
「
国
民
徴
用
令
」
の
評
価
で
あ
る
が
、
発
動

「
条
件
」
、
発
動
「
範
囲
」
及
び
業
務
「
対
象
」
の
条
項
に
示
さ
れ
て
い

る
．
こ
と
く
、
非
常
に
限
定
的
な
も
の
で
、
　
「
労
務
動
員
」
機
能
と
し
て
は

中
枢
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
一
九
四
一
年
改
正
の
「
国
民
徴
用
令
」
は
、
消
極
的
・
限
定
的
機
能

を
脱
し
て
、
法
的
内
容
に
お
い
て
は
、
　
「
労
務
動
員
」
機
能
を
全
面
的
に

体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
強
制
配
置
」
1
1
「
全
般
的
労
働
義
務

制
」
機
能
を
体
現
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
転

回
は
、
今
ま
で
も
指
摘
し
て

き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
の

完
成
が
、
内
実
に
あ
っ
て
は

崩
壊
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

〔
註
〕

　
（
1
）
　
そ
の
指
標
を
示
せ

　
　
ば
、
下
の
通
り
。

　
（
2
）
　
こ
の
「
制
限
令
」

　
　
成
立
以
前
に
、
す
で
に

　
　
熟
練
工
争
奪
防
止
の
た

　
　
め
、
募
集
は
「
職
業
紹

　
　
介
機
関
」
を
通
し
て
行

　
　
う
こ
と
、
の
通
牒
が
、

　
　
出
さ
れ
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い
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。
　
（
朝
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体
制
下
の
日
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頁
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（
3
）
　
主
要
的
産
業
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、
左
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通
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。

（
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コ
ー
ヘ
ン
、
前
掲
書
、
七
一
頁
。

　
　
一
九
一
三
年

！
一
，
i
　
「
職
工
数
コ
8

技
術
者
数
人
に
対
す
る
、

　
　
　
　
割
　
　
　
合

　
　
　
－
一
　
　
人

紡
織
業

　
　
　
　
＝
六
、
〇
六
二

金
属
工
業

、
機
械
器
具

土
　
　
業

化
学
工
業

一

（
備
考
）

三、

ﾜ三

l

三
、
六
茜

七、

O
五
二

森
喜
一

一
●
八
人

亭
五七

夫
王
壱

　
　
一
九
三
八
年

　
　
　
　
職
工
数
6
。

技
術
者
数

　
　
　
　
人
に
対
す
る

　
　
　
　
割
　
　
　
合

宍
、
八
老
人

三
、
6
八

　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
工
業
構
成
論
』

　
　
　
　
　
九
四
頁
よ
り
引
用
。

（
4
）
　
増
田
富
夫
『
戦
時
労
働
政
策
の
諸
問
題
』

　
二
八
四
頁
。

（
5
）
　
山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
一

（
6
）
　
「
徴
用
工
」

計
5
0
9
2
9
2
4
9
2
8
4
8
7
1
0
0
で

合
8
β
1
，
ゆ
」
4
，
」
β
ま

次
…
雅
男
n
9
9
2
9
4
7
0
0
月

年
　
陽
2
婿
薄
謝

次
第
弥
弥
狙
醤
牲
4
5
　
　
供
備

年
ゆ
吟
1
9
1
9
珍
1
9
1
9
計
級
〔

四
五
、
五
七
〇

宍
、
O
室

　
　
　
（
一

実
人

手
四五

三

五
・
O

九
四
三
年
刊
）

（
一
九
四
二
年
刊
）

1943…699，728のr
　　　　　　　推　日
1944…229，448移本
1945＊…47，771豊資
　　　　　　　小本
計1，600，300せ主
　　　　　　　ば　義
＊1945年8月まで　左　分

　　　　　　　の析
〔備考）　　　通』
コーヘン隙鬼二

時戦後の日本経　　　九
済』下巻，71ぺ　　　真

一ジより引用。

－
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
一

　
3
、
　
「
賃
金
抑
止
」
機
構
1
「
確
保
」
機
構
の
補
完

　
技
術
者
・
熟
練
工
な
ど
重
化
学
工
業
適
応
的
労
働
力
は
、
重
化
学
工
業

構
成
編
成
と
共
に
、
高
賃
金
H
競
争
的
確
保
に
よ
り
移
動
が
激
し
く
な
っ

た
。
そ
の
対
応
は
、
基
本
的
に
は
「
労
働
移
動
制
限
策
」
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
「
制
限
策
」
は
、
労
働
移
動
を
媒
介
す
る
賃
金
騰
貴
そ
の
も

の
へ
の
対
応
策
で
は
な
い
。
賃
金
騰
貴
の
「
抑
止
」
一
こ
れ
は
、
直
接
的

に
労
働
移
動
を
媒
介
す
る
要
因
を
抑
制
し
、
こ
れ
を
通
し
て
「
労
働
力
確

保
政
策
」
を
実
効
あ
る
も
の
に
す
る
一
政
策
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で
、

「
賃
金
抑
止
」
機
構
は
「
確
保
」
機
構
の
補
完
と
し
て
機
能
す
る
。

　
「
賃
金
統
制
」
は
、
根
幹
n
「
国
家
総
動
員
法
」
第
六
条
に
規
定
さ
れ

た
「
賃
金
統
制
令
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
次
「
賃
金

統
制
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）
、
「
賃
金
臨
時
措
置
令
」
　
（
一
九
三
九
年

十
月
）
、
第
二
次
「
賃
金
統
制
令
」
（
一
九
四
〇
年
十
月
）
と
展
開
す
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。

　
第
一
次
「
賃
金
統
制
令
」
は
、
「
賃
金
抑
止
」
機
構
と
し
て
は
、
体
系

的
姿
態
を
整
え
て
い
な
い
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
　
「
統
制
令
」
の

適
用
を
受
け
る
事
業
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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き
る
。
そ
の
適
用
事
業
は
、
次
の
六
つ
の
み
で
あ
る
。

　
　
一
、
工
場
法
適
用
工
場
に
し
て
厚
生
大
臣
の
指
定
す
る
事
業
一
「
機

　
　
　
械
製
造
業
」
「
船
舶
車
輻
製
造
業
」
　
「
器
具
製
造
業
」
　
「
金
属

　
　
　
　
品
製
造
業
」
　
「
金
属
精
錬
業
」

　
　
二
、
鉱
業
法
適
用
事
業

　
こ
れ
ら
の
事
業
に
適
用
さ
れ
る
統
制
内
容
と
し
て
、
e
「
賃
金
規
則
」

の
「
提
出
義
務
」
及
び
そ
の
「
変
更
命
令
」
　
（
但
し
、
労
働
者
常
時
五
十

人
以
上
使
用
工
場
の
み
）
、
　
口
「
未
経
験
労
働
者
」
の
「
初
給
賃
金
」
設

定
及
び
不
適
当
賃
金
の
「
変
更
命
令
」
、
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
発
の
「
賃
金
統
制
」
は
、
労
働
移

動
の
激
し
い
重
化
学
工
業
部
門
、
そ
れ
を
更
に
限
定
し
て
六
部
門
の
み
を

対
象
と
し
、
か
つ
「
未
経
験
労
働
者
」
の
「
初
給
賃
金
」
に
向
け
ら
れ
た

こ
と
、
こ
れ
は
応
急
的
な
対
応
策
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
こ
の

応
急
的
対
応
策
の
内
容
は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
「
賃
金
統
制

令
」
と
同
時
に
さ
き
に
示
し
た
「
従
業
者
雇
入
制
限
令
」
が
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
制
限
令
」
は
、
主
に
「
技
術
者
」
に
向
け
ら
れ
た

「
移
動
制
限
」
策
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
統
制
令
」
は
「
未
経
験

労
働
者
」
の
み
を
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
連
は
い
か
に
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
技
術
者
」
の
移
動
抑
止
を
「
制
限
令
」
に
求
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

「
未
経
験
労
働
者
」
の
移
動
抑
止
を
「
統
制
令
」
に
求
め
る
、
と
い
う
補

完
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
応
急
策
の
実
効
性
な
き
こ
と

が
内
包
さ
れ
、
す
ぐ
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
「
賃
金
臨
時

措
置
令
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ェ
ロ

　
「
賃
金
臨
時
措
置
令
」
は
、
一
年
間
の
時
限
立
法
（
一
九
三
九
年
十
月

二
十
日
よ
り
四
〇
年
十
月
十
九
日
ま
で
）
で
、
そ
の
基
本
的
内
容
は
「
賃

金
凍
結
」
に
あ
る
（
一
九
三
九
年
九
月
十
八
目
「
指
定
期
日
」
の
賃
金
に

釘
付
け
）
。
統
制
さ
れ
る
事
業
の
範
囲
は
、
鉱
業
、
製
造
業
、
土
木
・
建
設

業
、
運
送
業
、
農
林
水
産
業
、
商
業
、
金
融
業
と
す
べ
て
の
部
門
を
包
括

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
統
制
内
容
と
し
て
は
、
　
「
基
本
給
」

　
　
　
　
　
（
2
）

及
び
「
賃
金
基
準
」
の
変
更
禁
止
が
中
心
で
あ
る
。

　
こ
の
「
措
置
令
」
の
有
効
期
日
が
終
わ
る
一
九
四
〇
年
十
月
二
十
日

に
、
　
第
二
次
「
賃
金
統
制
令
」
が
制
定
さ
れ
た
。
　
こ
の
第
二
次
「
統
制

令
」
は
、
「
最
低
賃
金
」
条
項
を
含
み
つ
つ
、
「
最
高
初
給
賃
金
」
「
最
高

賃
金
」
条
項
を
基
本
と
す
る
賃
金
抑
止
の
整
備
形
態
で
あ
る
。
適
用
事
業

の
範
囲
は
、
「
措
置
令
」
と
同
じ
で
全
産
業
を
包
含
す
る
。
そ
し
て
、
「
賃

金
」
規
定
に
関
し
て
は
、
　
「
措
置
令
」
で
「
基
本
給
」
　
「
賃
金
基
準
」
と

さ
れ
て
い
た
も
の
を
統
一
し
、
　
「
名
称
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
労
務
者
ヲ
雇
傭

ス
ル
者
が
労
働
ノ
代
償
ト
シ
テ
支
給
ス
ル
金
銭
、
物
其
ノ
他
ノ
利
益
ヲ
謂



フ
」
と
な
る
。
賃
金
統
制
内
容
と
し
て
は
、
e
「
最
低
賃
金
」
規
定
、
口

「
最
高
初
給
賃
金
」
規
定
、
日
「
最
高
賃
金
」
規
定
、
四
「
高
賃
金
変
更

命
令
」
規
定
、
㈲
「
賃
金
総
額
制
限
」
規
定
、
で
あ
る
。
「
最
高
初
給
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

金
」
規
定
を
適
用
さ
れ
る
者
は
、
雇
用
さ
れ
て
一
定
期
間
内
に
い
る
者
、

そ
し
て
、
そ
の
間
は
定
め
ら
れ
た
「
最
高
初
給
賃
金
」
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
と
さ
れ
た
。
「
最
高
賃
金
」
規
定
の
適
用
を
う
け
る
者
は
、
　
「
日
々

雇
入
ル
ル
労
務
者
」
に
限
定
さ
れ
た
（
「
賃
金
統
制
令
施
行
規
則
」
第
十

二
条
）
。
こ
の
よ
う
に
、
　
「
最
高
初
給
賃
金
」
及
び
「
最
高
賃
金
」
規
定
の

適
用
を
う
け
る
労
働
者
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
適
用
か
ら

外
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
「
賃
金
総
額
制
限
」
規
定
が
覆
い
か
ぶ
さ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
雇
用
主
が
一
定
期
間
（
三
カ
月
）
に
支
払
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
賃
金
総
額
」
は
厚
生
大
臣
の
定
め
た
「
平
均
時
間
賃
金
」
に
総
「
就
業

時
間
」
を
乗
じ
た
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
「
総
枠
制
限
」
で

あ
る
。
従
っ
て
、
個
々
の
労
働
者
は
、
一
定
の
条
項
に
規
定
さ
れ
て
賃
金

の
統
制
を
う
け
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
「
総
枠
」
の
中
で
雇
用
主
の
裁
量

に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
次
「
統
制
令
」
は
、
以
上
の

よ
う
に
「
個
人
賃
金
」
制
限
と
「
賃
金
総
額
」
制
限
と
の
二
条
の
規
定
に

よ
っ
て
、
全
産
業
・
全
労
働
者
に
賃
金
統
制
を
及
ぼ
す
形
態
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
を
通
し
て
賃
金
騰
貴
を
抑
制
し
、
か
つ
、
こ
の
賃
金
抑
制
を

媒
介
と
し
て
労
働
移
動
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
一
次
「
統
制
令
」
か
ら
第
二
次
「
統
制
令
」
へ
の
転
回
は
、
「
賃
金

抑
止
」
機
構
の
整
備
か
ら
み
る
時
、
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
当
初

「
統
制
令
」
は
、
　
「
未
経
験
労
働
者
」
と
い
う
全
く
局
限
さ
れ
た
統
制
範

囲
し
か
持
た
ず
、
　
「
賃
金
抑
止
」
機
構
と
し
て
は
全
く
機
能
を
果
た
し
え

な
い
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
　
「
確
保
」
機
構
の
補
完
機
能

さ
え
果
た
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
僅
か
一
カ
年
半
の

経
過
し
か
経
ず
に
成
立
し
た
第
二
次
「
統
制
令
」
は
、
今
ま
で
み
た
よ
う

に
、
「
抑
止
」
機
構
と
し
て
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
形
態
で
現
出
し
て
い

る
。
こ
の
「
体
系
的
整
備
形
態
」
が
現
実
に
い
か
に
「
抑
止
」
機
能
を
果

た
し
え
た
か
、
こ
の
点
は
検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
、
形
態
と
し
て
は
、

全
般
的
賃
金
抑
止
口
低
賃
金
政
策
貫
徹
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
－

〔
註
〕

　
（
1
）
　
「
賃
金
臨
時
措
置
令
」
と
同
日
に
、
　
「
価
格
等
統
制
令
」
が
成

　
　
立
。

　
（
2
）
　
「
基
本
給
」
と
は
、
次
を
示
す
。
定
額
賃
金
制
で
の
「
定
額
給
し
、

　
　
請
負
賃
金
制
で
の
「
保
証
給
」
も
し
く
は
「
単
位
時
間
給
」
。

　
　
「
賃
金
基
準
」
と
は
、
次
を
示
す
。
　
「
奨
励
加
給
」
　
「
手
当
」
　
「
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七



　
1
説
　
　
　
　
苑
一

　
物
給
与
」
、
　
請
負
賃
金
制
に
お
け
る
「
請
負
単
価
」
　
「
請
負
時
間
」

　
「
歩
合
」
　
「
算
定
方
法
」
。

（
3
）
　
坑
内
鉱
夫
三
月
、
三
十
才
未
満
の
未
経
験
労
務
者
三
月
、
三
十

　
才
未
満
の
経
験
労
務
者
一
年
（
後
改
正
さ
れ
て
六
月
）
、
　
三
十
才
以

　
上
四
十
才
未
満
の
労
務
者
一
年
（
同
、
　
六
月
）
　
（
「
賃
金
統
制
令
施

　
行
規
則
」
第
十
条
）
。

（
4
）
　
「
平
均
時
間
賃
金
」
は
、
厚
生
大
臣
告
示
に
よ
っ
て
、
男
女
別
、

　
年
令
別
（
二
十
才
未
満
、
二
十
才
以
上
三
十
才
未
満
、
三
十
才
以
上

　
の
三
階
級
）
、
　
地
域
別
（
全
国
を
「
第
一
級
」
か
ら
「
第
、
三
級
に
わ

　
け
る
）
、
業
種
別
（
九
十
三
種
）
に
、
定
め
ら
れ
る
。

　
　
　

　
　
例
　
昭
和
十
六
年
九
月
十
一
日
、
厚
生
省
告
示
第
四
百
四
号
に
よ

　
　
（

　
　
る
平
均
時
間
賃
金

　
「
第
一
級
」
　
（
東
京
府
な
ど
大
都
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
　
　
　
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
　
　
　
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

業
　
　
　
　
種

　
　
　
　
　
　
　
　

工
作
機
械
器
具
I
i
I

旗
！
造
　
業

…
欝
両
型
罫
「
翻
一
遡
塾
響

一一

ｪ㌔

K
一
劃
薯
彗
一
義
型
響
動

紡
　
績
　
業

言
薯
「晃6
　
　
三
∴

葵
i
i
ー
ー
r
一

一

一
西
土

（『

ﾀ
金
総
額
制
限
と
賃
金
台
帳
』
昭
和
十
六
年
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

　
4
、
労
働
力
「
養
成
」
機
構
一
「
確
保
」
機
構
の
補
完

　
戦
時
経
済
の
生
産
力
基
盤
判
重
化
学
工
業
構
成
の
編
成
は
、
さ
き
に
述

べ
た
ご
と
く
、
技
術
、
技
能
労
働
力
の
存
在
を
一
要
件
と
す
る
。
日
本
に

お
け
る
、
　
「
生
産
装
置
」
の
「
顛
倒
性
」
に
規
定
さ
れ
た
労
働
力
の
質
的

基
盤
の
脆
弱
性
は
、
技
術
、
技
能
労
働
力
需
給
の
逼
迫
を
も
た
ら
し
、
そ

こ
に
「
労
働
移
動
制
限
」
策
を
成
立
せ
し
め
る
一
契
機
を
与
え
た
。
し
か

し
、
こ
の
基
本
的
規
定
U
脆
弱
性
は
貫
徹
し
、
労
働
移
動
の
激
化
を
］
般

労
働
力
へ
波
及
せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
「
確

保
」
機
構
の
う
ち
に
い
か
に
表
現
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
「
機

構
」
考
察
の
な
か
で
示
し
た
。

　
第
四
の
「
養
成
」
機
構
は
、
そ
の
労
働
力
基
盤
の
脆
弱
性
へ
の
対
応
策

と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
技
能
労
働
力
「
確
保
」
の
一
補
完
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
及
び
「
学

校
技
能
者
養
成
令
」
よ
り
な
る
。

　
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）
は
、
制
定
後

若
干
改
正
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
基
本
的
内
容
に
お
い
て
は
制
定
時
と

同
じ
で
あ
る
・
そ
の
基
本
的
内
容
と
は
、
厚
生
大
臣
の
指
定
す
る
「
指
定

事
業
」
に
お
け
る
工
場
・
事
業
場
内
で
の
一
定
「
員
数
」
の
技
能
者
養
成

命
令
で
あ
る
。
「
指
定
事
業
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
金
属
工
業
」
、



各
種
「
機
械
器
具
製
造
業
」
、
「
兵
器
製
造
業
」
、
「
造
船
業
」
な
ど
二
十
二

種
（
一
九
三
九
年
四
月
厚
生
省
告
示
）
、
　
更
に
後
に
加
わ
っ
た
「
鉱
業
」

「
工
業
薬
品
製
造
業
」
な
ど
十
四
種
（
一
九
四
〇
年
四
月
告
示
）
で
あ

る
。
「
指
定
事
業
」
は
主
に
重
化
学
工
業
部
門
で
あ
る
。
こ
の
「
指
定
事

業
」
に
属
す
る
工
場
で
e
年
令
十
六
才
以
上
の
男
子
を
常
時
二
百
人
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

使
用
し
て
い
る
場
合
、
す
べ
て
の
工
場
・
事
業
場
、
口
常
時
二
百
人
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

五
十
人
以
上
の
場
合
、
厚
生
大
臣
の
指
定
す
る
工
場
・
事
業
場
は
、
命
令

を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
一
定
「
員
数
」
以
上
を
「
養
成
工
」
と
し
て
養
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
員
数
」
と
は
、
　
「
申
告
令
」
で
の
「
要

申
告
者
」
該
当
員
数
に
一
〇
〇
分
の
四
乃
至
六
の
「
比
率
」
を
乗
じ
た

「
員
数
」
で
あ
る
（
こ
の
「
比
率
」
は
、
厚
生
省
告
示
に
よ
っ
て
、
　
「
指

定
事
業
」
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
）
。
又
、
こ
の
「
養
成
期
間
」
は
三

カ
年
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
学
校
技
能
者
養
成
令
」
　
（
一
九
三
九
年
三
月
）
は
、
次
の
点
を
規
定

し
た
。
大
学
、
専
門
学
校
に
お
い
て
、
技
能
者
養
成
の
た
め
に
「
技
能
ノ

種
類
及
養
成
セ
ラ
ル
ベ
キ
者
ノ
員
数
」
を
定
め
る
こ
と
、
「
学
科
ノ
新
設
、

学
生
生
徒
定
員
ノ
増
加
」
「
技
能
者
ノ
特
殊
指
導
」
な
ど
を
図
る
こ
と
、

こ
れ
ら
が
文
部
大
臣
に
よ
っ
て
命
令
を
う
け
る
、
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
「
養
成
令
」
に
も
と
づ
い
た
技
能
者
養
成
が
、
実
を
結
ん
だ
か
ど

　
　
1
戦
時
「
労
働
力
確
保
」

う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
養
成
に
あ
た
る
べ
き
「
技
術
者
」
日
監
督
が
相

対
的
に
そ
の
比
重
を
低
下
し
て
い
っ
た
一
例
か
ら
も
、
そ
の
実
は
結
び
え

な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
　
「
養
成
」
が
機
構

的
に
は
「
確
保
」
機
構
の
一
補
完
を
な
す
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
　
「
顛
倒
性
」
目
基
本
的
規
定
の
貫
徹
の
な
か
で
は
機
能
し
う
る
余

地
は
な
か
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
t

結

び

　
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
戦
時
「
労
働
力
確
保
機
構
」
の
編
制
と
そ
の
過
程

に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
を
、
法
令
の
展
開
の
な
か
で
み
て
き
た
。
そ
の
「
編

制
」
は
、
四
機
構
と
し
て
、
即
ち
、
「
労
働
移
動
制
限
・
強
制
就
労
」
と

し
て
現
わ
れ
る
「
確
保
」
機
構
を
中
軸
に
位
置
せ
し
め
、
そ
の
前
提
要
件

と
し
て
「
登
録
」
機
構
を
、
そ
の
補
完
と
し
て
「
賃
金
抑
止
」
機
構
及
び

「
養
成
」
機
構
を
配
置
せ
し
め
る
。
そ
の
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
「
特
徴
」

は
、
そ
の
構
成
部
分
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
初
発
に
あ
っ
て
は
「
技
能
、

技
術
労
働
力
」
の
確
保
に
基
本
的
契
機
を
お
い
て
成
立
す
る
点
、
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
展
開
に
お
い
て
は
「
確
保
範
囲
」
H
対
象

の
拡
延
へ
と
帰
結
し
て
い
く
点
、
に
あ
る
。
そ
し
て
、
中
軸
に
位
置
す
る

「
確
保
」
機
構
は
、
「
制
限
」
か
ら
「
強
制
就
労
」
機
能
へ
と
転
回
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九



附図

戦時「確保」機樗の編制
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第22条発動

1．一 ｲ査・登録、機構

1月一聴叢能力

　　申告令」

ln一

　登録コ

L＿＿＿
罐、）

『申告イ凱改正

　1U．「特例．

　　「削1年国民登録、

2．「申告令」改正

2．「移動制限・強制就労一＝一確保コ機構

3，

　　　　　（器瀦轟1
「従業者雇入

制　阪　令．

　　　　　　　　6．『国民徴用令」

11．「従業者移動　　　10．一徳胴

　　　　止

酬
　　　　　　　　令

3．「賃金抑止」機構

珍 一労務調整令

　
　
　
　
1

12．「徴用

6，『 ｱ整令．改正

　「賃金統制令」（第1次）

　　　　　1

ユ。、「賃金甦時措置令」

目
刻丑－．一一、一一

令コ改正

「賃金統制令」k第2次、

7．「徴用令」改正

4、「養皮」機構

鐸
欝
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「
強
制
配
置
「
U
「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
の
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
と

な
る
。
そ
れ
へ
の
転
回
の
契
機
は
、
戦
時
経
済
の
展
開
と
兵
力
動
員
に
制

約
さ
れ
る
労
働
力
動
員
と
に
あ
る
。
　
貫
徹
す
る
の
は
、
　
基
本
的
契
機
判

「
技
能
・
技
術
労
働
力
の
確
保
」
困
難
で
あ
る
。

　
こ
の
「
特
質
」
を
基
抵
に
お
い
て
規
定
し
た
も
の
は
、
戦
前
日
本
資
本

主
義
の
「
顛
倒
性
」
に
規
定
せ
ら
れ
た
労
働
力
基
盤
の
脆
弱
性
で
あ
る
。

「
全
般
的
労
働
義
務
制
」
に
お
い
て
「
確
保
」
機
構
が
整
備
形
態
を
と
る

に
至
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
貫
徹
形
態
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
整
備
形
態
は
、
崩
壊
の
表
現
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
総
括
を
「
確
保
」
機
構
の
編
制
と
そ
の
展
開
を

跡
付
け
る
な
か
で
獲
得
し
た
。
し
か
し
、
　
「
確
保
」
機
構
の
考
察
は
、
こ

の
小
論
に
お
い
て
示
し
た
論
点
で
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

「
問
題
の
所
在
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
、

労
働
力
編
成
の
特
質
、
更
に
、
戦
時
経
済
の
編
成
と
そ
の
崩
壊
、
「
確
保
」

機
構
の
現
実
的
機
能
の
過
程
、
な
ど
を
通
し
て
、
戦
時
「
労
働
力
確
保
」

機
構
の
特
質
が
総
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
み
る
時
、
こ
の

小
論
か
ら
獲
得
さ
れ
た
総
括
は
、
未
だ
限
定
さ
れ
た
位
置
を
占
め
る
に
す

ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
考
察
の
中
で
具
体
的
に
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

論
点
と
考
え
る
。

1
戦
時
「
労
働
力
確
保
」
機
構
の
編
制
と
特
徴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
1

一
九
一


